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1

証言のスライド 2008年7月15日

Ⅰ 「いばらき水のマスタープラン」の役割

Ⅱ 新プランにおける余剰水源

Ⅲ 新プランの実績無視の予測

Ⅳ 将来の水需給

Ⅴ 利根川流域と全国の状況

嶋津 暉之

2

私の水問題への関わり

z昭和40年代は工業用水、水道用水が急速に増加し続

け、多くのダム計画がつくられていく時代であった。

zこの工業用水、水道用水の需要の増加を抑制できれば、

多くの犠牲を伴うダムをつくらなくても済むのではないか

と考え、工業用水などを減らす方法について研究を進

めた。

zその研究の結果、工場は大変な水浪費をしていて、水

使用合理化を進めれば、使用水量の大幅削減が可能

であることが明らかになった。

（意見書3ページより）
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東京都内における
地下水大口使用65工場の

地下水揚水量の推移
（水使用合理化の指導の成果）
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昭和47年に東京都公害局に就職し、地盤沈下対策として、
地下水大口使用工場に対し、水使用合理化を指導して地
下水揚水量を減らす仕事に取り組んだ。

（意見書3ページ、33ページ図１より）

4

水使用合理化技術
の調査報告書

（１９７８年１０月）
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〔相模大堰（宮ケ瀬ダムの取水堰）の差止め裁判〕

神奈川四水道の一日最大配水量の実績と予測
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（意見書33ページ図２より）

6

相模大堰差止め裁判（住民訴訟）

横浜地裁の判決（2001年2月28日）

「昭和62年ごろからの水需要の実績値については、

増加傾向が減少し、横ばいともいえる傾向が見て取

れるばかりか、前年度より減少した年度も見られる。

このように実績値と予測値とが一見して相当に乖離

してきたのであるから、一部事務組合としての企業

団としては、法令に従い予測値の過程を再検討す

べき事が要請されたというべきである。 」

（意見書4～5ページより）
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〔徳山ダム差止め裁判〕

徳山ダム対象地域（岐阜・愛知）の水需要の実績と予測
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（意見書33ページ図３より）

8

徳山ダム差止め裁判（事業認定取消訴訟）

岐阜地裁の判決要旨（2003年12月26日）

「なお、当裁判所は、本件水需要予測について建設大臣が平成

10年12月にこれを是認した判断は、当時においては建設大臣

の裁量の範囲を逸脱するものではないと判断するにすぎないも

のであり、現時点においてはウォータープラン２１の水需要予

測の方が合理的であるから、独立行政法人水資源機構として

は、早急に水需要予測を見直し、最終的な費用負担者である

住民の立場に立って、水余りや費用負担増大等の問題点の解

決に真摯に対処することが望まれる。」

（国のウォータープラン21：平成11年6月策定） （意見書6ページより）
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茨城県が最近策定した水需給計画

2002年3月策定

旧「いばらき水のマスタープラン」（旧プラン）

2007年3月策定

新「いばらき水のマスタープラン」（新プラン）

Ⅰ 「いばらき水のマスタープラン」の役割

10

茨城県・水道の
一日最大給水量の

実績と県の予測
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（意見書34ページ図４より）
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予測は大幅な増加

（意見書35ページ図8より）

12

「いばらき水のマスタープラン」についての
被告の主張

「新旧プラン等の長期水需給計画は、あくまで県全体の

指針にとどまり、今後の水需給の長期見通しを明らかに

するとともに、水資源に関する施策の方向を示すもので

ある。

個々の水源開発については、水道事業者等が、地域の

特性、人口や経済動向・・・・・・・・・・・等の諸要素を総合

的に判断し、長期的視野に立って政策的に決定している

ものであって、この新旧プラン等を直接根拠としているも

のではない。」

（意見書6～7ページより）
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被告の主張は、水需要の実績と大きく
かけ離れた「マスタープラン」の予測への

追及を避けるための弁明

実際に「いばらき水のマスタープラン」は各水道、各工

業用水道の水需給に関する上位計画として重要な意味

を持っており、特に県の水道事業計画、工業用水道事

業計画とは直接的な関係がある。

（意見書７ページより）

14

旧「いばらき水のマスタープラン」は霞ヶ浦導水
事業の確保水量を減らすために策定

「霞ヶ浦導水事業の事業計画見直しについて」

（平成13年度霞ヶ浦導水事業建設促進協議会資料 6月19日）

「いばらき水のマスタープランを策定して茨城県水道用水、

工業用水の確保水源を3.5ｍ3／秒削減することにし、そ

の削減対象を霞ヶ浦導水事業とする。」

霞ヶ浦導水事業の参画水量
茨城県水道 6.6ｍ3／秒 → 3.626ｍ3／秒
茨城県工業用水道 2.1ｍ3／秒 → 1.574ｍ3／秒

計 8.7ｍ3／秒 → 5.2ｍ3／秒

（意見書７ページより）
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利根川・荒川フルプラン

利根川水系及び荒川水系における水資源開発

基本計画（略称フルプラン）

z水資源開発促進法第４条による法定計画

z利根川・荒川水系の水需給計画を策定し、必要
な水源開発事業を位置づける。

zダム等の各水源開発事業の上位計画である。

新「いばらき水のマスタープラン」は
第５次利根川荒川フルプランを通して、八ッ場ダムや

霞ヶ浦導水事業等への茨城県の参加を規定

（意見書８ページより）

16

利根川・荒川第４次フルプランが失効して
７年以上が経過

z 1988年２月に策定された第４次フルプランが2000年度

で期限切れになったままになっていた。

z利根川・荒川水系に関しては水資源開発促進法で定

める上位計画がないまま、八ッ場ダム、霞ヶ浦導水事

業等の各水源開発事業が進められ、違法とも言うべき

状態が続いてきた。

（意見書8ページより）
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第５次利根川・荒川フルプランの策定

z昨年（2007年）10月に６都県はそれぞれの水需給計画
を国土交通省に提出

（茨城県は新いばらき水のマスタープランを提出）

z今年１月に国土交通省は第５次フルプラン案を各都県
に意見照会

z ５月に国土交通省は関係行政機関と協議

z ７月４日、第５次利根川・荒川フルプランが閣議決定

（意見書8～9ページより）

18

新「いばらき水のマスタープラン」は
第５次利根川荒川フルプランの

茨城県分となっている。

第５次利根川荒川フルプランは、八ッ場ダムや

霞ヶ浦導水事業等への茨城県の参加を規定

被告の主張 「個々の水源開発については、水道事業者等
が・・・・・・政策的に決定しているものであって、この新旧プ
ラン等を直接根拠としているものではない。」

事実を偽った主張
（意見書6～9ページより）
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茨城県・水道

一日最大給水量の
実績と県の予測
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（2020年度）

301千ｍ3／日

取水量ベースでは

3.75ｍ3／秒

（茨城県全域）Ⅱ 新プランにおける
余剰水源

（意見書23ページ、 34ページ図４より）

20

茨城県の工業用水

取水量の実績と
県の予測
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（意見書23ページ、38ページ図19より）
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水需要予測の下方修正（2020年度一日最大取水量）

8.08ｍ3／秒（約70万ｍ3／日）の下方修正

水道用水
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工業用水

工業用水
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ｍ3／秒
計　41.79ｍ3／秒

計　33.71ｍ3／秒

下方修正
8.08ｍ3／秒

（茨城県全域）

（意見書23ページより）

22

下方修正した8.08ｍ3／秒は何処へ

河川自流水の減少 2.112ｍ3／秒

地下水の減少 1.038ｍ3／秒

湯西川ダム参画量の減少 1.2 ｍ3／秒

計 4.36 ｍ3／秒

8.08ｍ3／秒－ 4.36ｍ3／秒
＝ 3.72ｍ3／秒

残りの3.72ｍ3／秒は余裕水源へ

旧プランの2020年度の余裕水源1.64ｍ3／秒 も加えると、

新プランの2020年度の余裕水源は

3.72＋1.64＝5.36ｍ3／秒

（意見書24ページより）
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茨城県の新規水源開発の確保予定量

z 八ッ場ダム 1.09 ｍ3／秒

z 思川開発 0.686ｍ3／秒 1.994ｍ3／秒

z 湯西川ダム 0.218ｍ3／秒

z 霞ヶ浦導水事業 5.20 ｍ3／秒

計 7.194ｍ3／秒

水需要予測の下方修正で

新プランの余裕水源 5.36ｍ3／秒

→ 八ッ場ダム、思川開発、湯西川ダム

への参画は本来は不要になるはず

（意見書24ページより）

24

新プランの水需要予測の下方修正で本来は八ッ場ダム、
思川開発、湯西川ダムへの参画は不要になるはず
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（意見書24ページより）
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新プランは

八ッ場ダム等の４水源開発事業に参画し、

余裕水源5.36ｍ3／秒を活用するというが？

z 環境用水へ

2.518ｍ3／秒

z 危機管理用水及び新たな政策水量へ

2.847ｍ3／秒

（意見書24ページより）

26

環境用水とは

流量が少ないために水質が悪化している川があった

場合にその川に注水して流量を増やすことを意味する。

�水道・工業用水道の水源となる利根川や霞ヶ浦等から取水

する施設と、汚濁河川までの長い導水管が必要

→ 膨大な費用が必要

�水道や工業用水道に使うという前提でダム使用権設定予定

の申請をして費用を負担し、国庫補助金も受けている

→ 環境用水への転用は制度面にも困難

（意見書25ページより）
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被告が述べた環境用水への活用例

国が霞ヶ浦の常陸川水門に整備を進めて

いる魚道の通過流量への活用がある。

z この魚道の通過流量は0.36ｍ3／秒程度でわずか
な水量

z これは河川管理者である国交省の責任で確保すべ
きものである。

z 茨城県の余剰水源の転用は制度的に困難（国庫補
助金の返還が必要）

被告はその場しのぎで例示しただけ

（意見書25～26ページより）

28

異常渇水時のための危機管理用水とは？

余剰水源を抱えていても、茨城県内に余分な

貯水池を持つということではなく、あくまで利根

川のダムや霞ヶ浦等に茨城県が余分な水利

権を持つだけのこと。

余剰水源を異常渇水時に有効に役立てる

手立てがない。

（意見書26ページより）
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利根川の渇水時の取水制限のきめ方

z 渇水対策連絡協議会が設置され、関東地方整

備局と各都県の協議で取水制限の進め方をき

める。

z 今までの取水制限のきめ方

互譲の精神に基づき、その時点の取水状況に

基づいて行うから、余分の水利権を抱えていても

基本的に同列に扱われている。

（意見書26ページより）

30

被告が言う環境用水、危機管理用水

z 何ら具体性、現実性がない。

z 環境用水や危機管理用水という聞こえのよい

言葉で大量の余剰水源の存在を覆い隠そうと

している。

水需要予測の下方修正で本来は必要性がなく
なった八ッ場ダム等への参画をカモフラージュ
するためのつくりごと

（意見書25～26ページより）
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一日最大給水量の
実績と予測の乖離
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の頭打ち現象を無視

利根水系：利根川流域の範囲を示す。那珂川、久慈川、多賀川流域以外。

Ⅲ 新プランの実績
無視の予測

（意見書34ページ図6より）
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一人一日最大
給水量の

実績と予測の
乖離
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（意見書35ページ図10より）
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水需要の減少要因

① 家庭における節水機器の普及

（水洗トイレ、電気洗濯機、食器洗浄機等）

② 都市活動用水の減少（省エネ等）

③ 工場用水の減少（省エネ等）

④ 有収率の向上（漏水の減少）

⑤ 負荷率の上昇（給水量の変動の減少）

（負荷率＝一日平均給水量／一日最大給水量）

34

県の予測が実績と乖離する主な要因

① 1人当たり家庭用水の予測が過大

② 工場用水の予測が過大

③ 負荷率の設定が過小
（負荷率＝一日平均給水量／一日最大給水量）

（意見書13～17ページより）
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1人当たり
家庭用水
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実績と予測の乖離
の原因①

（意見書36ページ図13より）

36

1人当たり家庭用水の減少要因

節水機器の普及
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37

新プランによる1人あたり家庭用水の予測（利根水系）

「自家用併用井戸の水道への転換」という仮想の話
で大幅な水量増加を予測

40.5計

60自家用併用井戸の水道への転換

1.4高齢化

6.4世帯構成人員の減少

増加要因

-7.9節水型トイレの普及

-8.8節水型洗濯機の普及

-10.6食器洗い乾燥機の普及

減少要因

増減量 ㍑／日

2004～2020年度の増減量

（意見書45ページ表1より）

38

工場用水

20,000

25,000

30,000

35,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

年度

ｍ3／日
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茨城県の予測〔新プラン）

実績は1997年度
以降は増加傾向
ストップ

県の予測は大幅
な増加

実績と予測の乖離
の原因②

茨城県利根水系の水道の工場用水

（意見書38ページ図18より）
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の原因③

負荷率

茨城県利根水系の水道の負荷率

実績の基本的な動向
は確実な上昇傾向

県の予測値は10年以
上前の数字

（負荷率＝一日平均給水量／一日最大給水
量）

（意見書38ページ図21より）

40

負荷率の上昇は確かな要因による

負荷率上昇の要因（大阪府の分析）

z洗濯乾燥機の普及（従来は梅雨の晴れ間に一度に
洗濯）

z屋内通年プールの増加、屋外プールの減少

z空調機器の普及（夏期のシャワー回数の減少等）
など

大阪府はこの分析より 過去５年間の最小値を採用

（負荷率＝一日平均給水量／一日最大給水量）

（意見書16ページより）
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将来需要を十分な余裕を見て合理的な考え方で
予測した場合（茨城県利根水系の水道）

予測の条件

①一人当たり家庭用水

最近５年間（2002～2006年度）の実績値の平均210㍑／日のまま、今後
推移

②都市活動用水

最近５年間（2002～2006年度）の実績値の平均57㍑／日のまま、今後
推移（県の予測とほぼ同じ）

③工場用水

最近５年間（2002～2006年度）の実績値の最大28,000ｍ3／日のまま、
今後推移

④負荷率

最近5年間（2002～2006年度）の最小値82％ を採用

⑤給水人口、有収率

県の予測値を使用

（意見書17～18ページより）
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（意見書18ページから作成）
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将来の水需要の上限値と保有水源の比較
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Ⅳ 将来の水需給
（茨城県･利根系水道）

（意見書46ページ表3より作成）

44

霞ヶ浦開発の県営水道の水源（給水量ベース）

z 水道の水利権 ３６３千ｍ3／日

（そのうち、１６０千ｍ3／日は2003年３月に工業用水

道から転用）

z 県保留分 ７１千ｍ3／日

（工業用水道の水源として開発したが、需要がない

ため、県保留分として一般会計で費用を負担

→ 水道への転用が容易）

z 工業用水道の余剰水源 １８０千ｍ3／日

（現在の工業用水道からの転用が容易な余剰水源）

（意見書19ページより）
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県営工業用水道の
余剰水源 利根水系の県営工業用水道の水需給
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少なくとも、保有水源と契約
水量の差、１８０千ｍ3／日
は水道への転用が容易

給水量ベース
（千ｍ3／日）

霞ヶ浦開発
（県保留分を除く）

1,162

地下水 10

合計 1,172

利根水系の県営工業用水道の保有水源

余剰水源
１８０千ｍ3／日

（意見書47ページ表4、 39ページ図22より）

46

茨城県による水道用地下水の削減計画

水道用地下水の一日最大取水量の実績と計画
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新プランの計画（利根水系）

実績（利根水系）

67千ｍ3／日の削減

（意見書40ページ図26より）



24

47

沈静化した茨城県の地盤沈下
主な地点の経年地盤変動量（茨城県「平成19年版環境白書」）

最近２年間の変
動量

境町 +8ｍｍ

古河 -1ｍｍ

総和 -8ｍｍ

五霞 -22ｍｍ

環境省が環境白書などで問題視している地盤沈下は

年間20ｍｍ以上（２年間で40ｍｍ以上）

（意見書47ページ図27より）

48

茨城県観測井の
年平均地下水位

の経年変化
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削減は不要

（意見書41ページ図28より）
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地下水は最も良質な水道水源
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東京都内の水道水の水源別トリハロメタン濃度（2001年度）

トリハロメタン：水道水中で発がん性の疑いのある物質

茨城県営水道の
水道水は朝霞浄
水場に近いと推測
される。

（意見書42ページ図29より）

50

茨城県･利根系水道は霞ヶ浦開発の余剰水源を転用
さえすれば、将来の水需給は十分に余裕がある。
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（意見書46ページ表3より作成）
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52

被告の主張について

z 霞ヶ浦開発の水が大量に余っているにもか

かわらず、それを有効利用することを考えず

に、利根川から取水する浄水場をつくってき

たこと自体が誤り。

z しかし、霞ヶ浦用水の余裕施設を使えば、

霞ヶ浦開発の余剰水源を水海道浄水場や利

根川浄水場へ送ることは容易。

（意見書20～22ページより）
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霞ヶ浦用水の送水施設

水海道
浄水場

利根川
浄水場 （意見書20～22ページより）

54

霞ヶ浦用水の取水状況（農業･水道･工業用水）

最大取水量の経年変化
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施設能力の半分も使われていない霞ヶ浦用水施設
（意見書39ページ図23、24より）
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霞ヶ浦用水の余裕施設を使って霞ヶ浦開発の
余剰水源を利根川等で取水する方法

方法１ 小貝川の上流側（関城町）で霞ヶ浦用水の

幹線水路から小貝川への注水が行われている

ので、この注水量を増やして小貝川の下流側や

利根川で取水する。

方法２ 鬼怒川大橋近く（結城市）で鬼怒川を横断す

るところで霞ヶ浦用水の幹線水路から鬼怒川へ

注水して、それを鬼怒川の下流側や利根川で取

水する。

（意見書20～22ページより）

56

水海道
浄水場

利根川
浄水場

小貝川注水施
設を増強

方法１方法２
鬼怒川注水施
設を設置

（意見書20～22ページより）
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大阪府水道の予測
（2005年3月）
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（意見書42ページ図30より）
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（意見書35ページ図8より）



30

59

茨城県が実績無視の水需要予測を行うのは、
八ッ場ダム、思川開発、湯西川ダム、霞ヶ浦導水
事業の計画に呪縛されているからである。

実績重視の予測を行った大阪府

☆大阪府水道

大戸川（だいどがわ）ダム計画と丹生（にう）ダム

計画からの撤退を表明

大阪府はダム計画の呪縛から解放されているから、
実績重視の予測を行った。

（意見書29ページより）
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利根川流域６都県の水道用水の動向
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Ⅴ 利根川流域と全国の状況

（意見書42ページ図31より）
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利根川流域６都県の工業用水の動向
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（意見書42ページ図32より）
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東京都水道の水需要と保有水源の推移
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（意見書43ページ図35より）
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千葉県の水道の給水量と保有水源の推移
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（意見書44ページ図36より）
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千葉県工業用水道の給水量と保有水源の推移
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（意見書44ページ図37より）
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茨城県の水道の給水量と保有水源の推移
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（意見書43ページ図33に06年実績を追加）
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茨城県の水道＋県営工業用水道の
給水量と保有水源の推移
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（意見書43ページ図34に06年実績を追加）
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全国の都市用水
の実績と
国の予測
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（意見書45ページ図38より）

68

全国で中止になったダム事業
（国交省関連のダムで、水資源機構ダム、都道府県ダムを含む）

109計
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中止ダムの数中止決定年

（意見書47ページ表5より）


